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１　監査の種類　　　一般行政事務の執行についての監査（行政監査）
２　監査のテーマ　　指定管理者制度の適正な運用について

４　監査実施期間　　平成２３年１０月１３日から平成２４年１月１７日まで
５　監査結果報告　　平成２４年３月３０日

監査の結果（意見） 措置（具体的内容）・対応状況

【財政経営課】
１－（１）指定管理者の募集について 【　措置済　】　　平成２４年　８月　６日
指定管理者は、市民サービスの質的向上や経費の削減を促進できるよ

う、競争原理の確保に努め、原則公募とすること。ただし、非公募とす
る場合は最小限とする。なお、公募手続きは、十分な告知期間を設け、
新規参入者でも応募しやすい環境整備を図ること。【改善事項】

民間事業者等が既に事業展開している分野で、民間のノウハウ等の導
入により市民ニーズの効果的かつ効率的な実現が期待できる施設につい
ては、その管理運営を広く公募のうえ選定することを原則としていま
す。
しかし、特に、特殊性又は高度な専門性を要する場合や、他の施設と

一体的に管理することが合理性の高い場合等については、非公募とする
こととしています。
公募期間については、施設の規模や内容等に応じて、４０日～６０日

を目安とした期間を設定しており、市のホームページや広報よっかいち
による周知も図りながら新規参入者が応募しやすい環境整備に努めてい
ます。

１－（２）指定期間について 【　措置済　】　　平成２４年　８月　６日
指定期間を3年としている施設もあるが、専門知識、技術などの蓄積

や継承及び、民間事業者のノウハウの活用に限界があるように思われ
る。施設の状況に応じた指定期間の設定や更新制度の導入について検討
すること。【要望事項】

指定期間については、新規実施の場合は３年を基本としていますが、
継続する場合は、事業の継続性や安定性が図れることによる優秀な人材
の確保、経費の削減、創造的な提案を得やすいこと、市民サービスの提
供主体の交代による市民の戸惑いが少なくなること、また事務処理的に
も軽減が図れることなどから5年を基本としています。
また、５年を超える期間設定については、施設の安定した管理運営や

市民サービスの向上が見込まれることから、平成２４年度公募施設よ
り、施設の設置目的や特性に応じ、更新制を導入しています。

平成２３年度　行政監査結果（意見）に基づく措置状況等の報告

３　監査対象　　　　財政経営部財政経営課
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１－（３）指定管理者の選定について 【　措置済　】　　平成２４年　８月　６日
指定管理者の選定は、民間事業者のノウハウの活用によって市民サー

ビスの向上やコスト削減を図るため公募によることを基本としている
が、明確な基準は定められていない。指定管理者の選定にあたっては、
施設の状況やタイプ別に応じて、市民サービスの向上と経費の削減等を
見極められる選定基準を作成すること。【改善事項】

これまでの取り組み結果を踏まえ、指定管理者の選定にあたっては、
これまでのコスト削減効果は堅持しつつ、よりサービス向上の面を重視
した形で、選定基準の見直しを行いました。
施設の設置目的や特性に応じた配点割合となるよう、主たる業務の内

容や民間施設での実施状況などを考慮し、提案内容７５点、提案価格
２５点の基本的な配点割合を、最大１０点を上限として、配点を行うこ
とができるよう選定基準の見直しを行いました。

【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
特に応募団体が1者のみの施設における指定管理者の選定にあって

は、安定的かつ市民サービス向上に資する管理運営を確保するため、よ
り厳格な審査を実施すること。【要望事項】

応募団体が1者のみの選定においても、指定管理者候補者審査要領に
基づき、選定を行っており、提案内容に係る配分点の６割に満たない場
合は、再度審議を行い、指定管理者の候補者がいないものとすることが
できるものとなっており、厳格な審査を行っています。

１－（４）指定管理者の交替に伴う事務引継ぎについて 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
平成２６年４月に２３施設、平成２７年４月には３施設が更新時期を

迎える。公募選定結果により、今後、指定管理者が交替する場合、市民
の施設使用に支障がないよう、引継時間の確保や円滑な意思疎通など、
所管部局が主導し、円滑な事務引継ぎが行われるよう明文化を図るこ
と。【改善事項】

指定管理者の更新にあたっては、移行に際し、十分な引継ぎや打ち合
わせ、人員確保の問題などに対応するため、準備期間として３か月程度
を確保し、施設の円滑な運営を図っていきます。このため、基本的なス
ケジュールとして、従来６月定例月議会において上程していました募集
における債務負担行為を当初予算へ上程し、１１月定例月議会で指定議
案の議決を得るようにしました。
さらに、新たな指定管理者と現行の指定管理者との事務等の引継ぎに

つきましても、施設所管課が主体となって円滑な移行が図られるよう実
施していきます。

２－（１）日常管理手順の文書化について 【　検討中  】　　平成２４年１０月　１日
指定管理者に対する牽制体制の構築を行うため、利用料金の取扱いや

貸与備品の管理等については、日常管理手順を文書化する必要があるの
で、ガイドラインを明示すること。【改善事項】

利用料金の取扱いや貸与備品の管理等については、市の会計規則等に
準じて各施設の所管課が実施するようモニタリングレポート作成時や協
定書締結時に加え、適宜指導しています。
具体的には、平成２４年６月１日付掲示板「指定管理者モニタリング

レポートの作成について」において監査や議会からの指摘事項を踏まえ
た「モニタリングレポート作成上の留意点」として掲示・周知していま
す。
さらに、ガイドラインの作成につきましては、その内容を含め、検討

をしていきます。
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２－（２）報告書様式の統一について 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
事業報告書は、より良い管理運営のために業務を確認し、評価を行う

ものであり、報告すべき項目、内容等の詳細を仕様書などに明示するこ
と。また、月次収支状況の報告書など市全体としての様式について検討
し、統一を図ること。【改善事項】

事業報告書については、指定管理者を募集する段階での仕様書に、報
告すべき項目、内容等の詳細を明示しています。
また、業務の履行状況や設備・備品の維持管理状況、月次収支状況、

事業内容や経費の内訳などについても、市全体の統一したチェックシー
トを作成しており、記載方法についてもモニタリングマニュアルや実施
手順書を作成し、各施設の所管課へ周知しています。

２－（３）仕様書記載事項の統一について 【　措置済  】　　平成２４年　８月　６日
仕様書は、適正な施設の管理運営を確保するため、どの施設にも共通

して盛り込むべき事項を整理し、記載事項を統一すること。
【改善事項】

指定管理者制度の導入施設は、その設置目的や性格などが多岐にわ
たっており、仕様書の記載事項の統一は難しいものの、事業報告書の提
出や連絡調整会議、災害時の対応や避難訓練の実施など、基本的な事項
につきましては、施設の仕様書に盛り込んでおり、適正な施設の管理運
営の確保に努めています。

３－（１）指定管理者を導入する基準について 【　措置済  】　　平成２４年　８月　６日
指定管理者の導入や基本的な運営の考え方については、具体的で分か

りやすいガイドラインを明示すること。【改善事項】
指定管理者制度の導入にあたっては、これまでの指定管理者制度の取

組みを検証し、再度、各施設の性格や特性などを十分勘案し分類しまし
た。
基本的な考え方として、直営とするものは「市が責任をもって直接

サービスを提供する必要がある施設、政策的な企画立案を実施し施設管
理と分離することができない施設、直営施設と併設しているなど直営で
の一体管理が適当である施設など」とし、指定管理者を導入・継続する
ものは「サービスの向上や利用者の増大が期待できる施設、団体等が管
理運営すればコスト削減が見込まれる施設」としました。
また、基本的な運営の考え方についても、公の施設「住民の福祉を増

進する目的をもってその利用に供するための施設」という視点と各々の
施設の設置目的・その実情や態様などを含む施設の特性を十分に考慮
し、市民サービスの向上と経費の節減に努めることとしています。
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３－（２）経営努力に対するインセンティブについて 【　措置済  】　　平成２４年　８月　６日
利用料金制や精算条項の導入は、施設によって適・不適がある。利用

料金制を導入し、精算条項のない施設については、経営努力によるイン
センティブが働きやすいが、利用料金制を導入していない施設は、利用
者増を図り、収益増につなげるなどの効果は得られず、経費削減のみで
の利益追求となり、事業の縮小化、住民サービスの低下が危惧される。
また、精算条項が設定されている施設はインセンティブが働きにくいこ
とから、このような施設においても指定管理者のモチベーションを高め
られるような仕組みについて検討し、改善すること。【改善事項】

指定管理者制度においては、指定管理料や利用料金の中で、市が求め
るサービスを提供することが求められており、収支については、赤字で
あっても黒字であっても指定管理者の責任となっています。そのため、
適正な市民サービスを提供した上で、指定管理者の自己努力による剰余
金については、指定管理者の利益とすることで、経営努力へのインセン
ティブとなるため、収益の精算を行わないこととしています。また、歳
入については、過去の実績を踏まえて設定をしていることから、剰余金
が出ることについては民間のノウハウ活用の結果と考えています。
利用料金制を導入していない施設においても、平成24年度から募集を

行う施設から、１期目の取り組みの評価により２期目が非公募で選定さ
れる「更新制」を導入することにより、指定管理者のモチベーション向
上が見込まれると考えています。
なお、利用料金制の導入の有無にかかわらず、仕様書を確認し、サー

ビスの低下を招かないように、モニタリングを行っていきます。

３－（３）計画的な大規模修繕（改修）について 【　措置済  】　　平成２４年　８月　６日
施設の大規模修繕（改修）については、本市の責任において計画的に

実施していく必要がある。今後、老朽化の進展により大規模修繕（改
修）の増加が見込まれるので、修繕の必要箇所及び優先度を把握し、公
共施設の統一したマネジメントに基づき管理運営に支障のないよう計画
的な実施をしていくこと。【改善事項】

指定管理施設も含めた公共施設を維持していくための大規模な修繕や
改修においては、本市の責任で計画的に実施していかないとならないと
考えています。
このため、公共施設の計画的な修繕による維持管理経費の低減や建物

の長寿命化を図るストックマネジメント計画の策定に取り組んでいると
ころであります。今後、この計画に基づいて計画的に大規模修繕等を実
施していきます。

４－（１）経費負担のあり方について 【　検討中　】　　平成２４年１０月　１日
管理運営における諸経費について、指定管理者職員の研修費用など、

本市と指定管理者のいずれが負担すべきか、全庁的な視点から判断すべ
きものもあるので、経費負担のあり方について検討し、具体的な運用基
準を作成すること。【改善事項】

管理運営における諸経費の使途明細については、各所管課で報告を受
けている状況です。
諸経費のあり方については、他都市の事例を参考にしながら検討をし

ていきます。

４－（２）管理経費の積算について 【　検討中  】　　平成２４年１０月　１日
管理経費の積算や収支状況報告に係る管理費、事業費、人件費、その

他経費に計上する各科目の定義を明確にし、統一すること。また、指定
管理者の経費について、明確に区別できるよう合理的な判断基準を明示
すること。【改善事項】

積算に係る管理費、事業費、人件費、その他経費に計上する各科目に
ついては、総務省令で定める区分を基準とすると共に、一般管理費につ
いてもモニタリング実施手順書にて明確に示すよう整理を行っていきま
す。
また、収支状況報告においては、管理経費の積算に基づき、各施設の

所管課が指定管理者に対する指導を行っています。
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４－（３）修繕費の負担区分について 【　措置済  】　　平成２４年　８月　６日
軽易な維持修繕などの判断基準や、修繕費の負担区分のあり方を見直

し、統一した運用を図ること。【改善事項】
施設修繕料の負担区分については、施設の規模等に応じた負担割合と

し、指定管理者の負担は1件あたり上限１，０００千円としています。
大規模な改修、修繕は市、その他、小規模な修繕は指定管理者が行うこ
ととしています。
なお、施設のより適正な維持管理を行う必要があることや、各年度間

で変動要素が大きいことなどから、施設にかかる修繕料についてのみ、
平成２４年度更新の施設より精算を行うことと見直しを行いました。

５－（１）指定管理者に対するモニタリング評価･検証について 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
指定管理者に対するモニタリング評価･検証は、より良い管理運営業

務を行っていくために重要である。市民サービス向上のため利用者の立
場に立ったPDCAサイクルを構築し、評価･検証の実施にあたっては、所
管所属に対し詳細なチェックポイントの周知を図ること。【改善事項】

指定管理者に対するモニタリング評価･検証の実施にあたっては、平
成１９年３月にモニタリングマニュアルを作成するとともに、平成２０
年３月には、評価・検証を行うにあたって、より具体的な実施手順書を
作成し、各施設の所管課に対し周知し、適正なサービスの継続的、安定
的な提供の確保に努めています。
また、モニタリングレポート作成のタイミングに掲示板において「留

意点」を周知していきます。

　 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
また、できるだけ第三者の意見を取り入れるなど多面的に評価･検証

を行うよう努めること。【要望事項】
各施設に設置されている運営委員会等を活用しながら、施設利用者や

関連施策関係者等の第三者の意見を取り入れ検証を行っており、必要に
応じてアンケート等も実施しながら、多面的な評価・検証を行うことに
努めています。
検証にあたっては、①市が実施するモニタリングが適正であるかどう

か、②是正・改善の指示等は適正に行われているか、③利用者アンケー
トや苦情に対する指定管理者や市の対応は適切なものであるか、④指定
管理者の経営状況や業務遂行状況は健全であるか、安定性を欠く点はな
いかの視点で取り組むこととしており、多面的な検証・評価に努めてい
ます。
検証の記録については、「第三者による意見、評価」として指定管理

者から担当課へ提出され、今後の管理運営の参考としており、財政経営
課へも報告をいただいています。
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５－（２）指定管理契約の見直しについて 【　措置済  】　　平成２４年　８月　６日
本市への歳入が発生する指定管理契約では、売上精査、経費一点別実

査など行わなければ、その妥当性を確認できない。また、本市への収入
金額の増減により、市側の固定コストをカバーしきれない状況や事故等
の発生の可能性もある。収入が見込める場合は、本市が施設設備に係る
減価償却費、修繕費などの固定費をカバーできる一定額をもって指定管
理者との契約を賃貸契約に変更することも考えられる。この契約方式で
あれば、指定管理者としては経営努力がそのまま利益に反映できるメ
リットもあるので、契約当事者とも十分協議し、契約方法の見直しを行
うこと。【要望事項】

　各施設の性格やその実情、様態などを含む施設の特性を十分考慮する
中で、サービスの向上を図りながら、より効果的な管理運営を図ること
ができるよう契約方法や内容を精査した上で、指定管理者と契約してい
ます。
　例えば、市民交流会館や少年自然の家のように、協議のうえ過剰な利
益が出ないよう図ってきています。
　また、指定管理料につきましては、過去の節減効果を担保したうえで
ソフト事業を充実していくこととしており、予算調整において歳入・歳
出の過去の実績を十分に把握するなかで指定管理料の上限額を設定して
います。
　なお、中央駐車場については、駐車場のあり方の見直しに伴い契約方
法を変更しています。

　 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
現行の契約下では、専門性を有した企業社員でも手間のかかる難作業

と考えられるが、契約変更まではその作業を継続する必要があるので、
担当職員の粘り強い取組みを続行するとともに、人事異動等の際にはそ
のノウハウの引継ぎの徹底を要望する。【要望事項】

各所管課にあっては、日常において指定管理者を指導するとともに、
人事異動があった場合にも、そのノウハウを引き継ぐよう取り組んでい
きます。

５－（３）人財の育成について 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
指定管理者による管理運営を行うことで、担当課の職員は施設内容を

十分把握できず、人事異動等により施設の問題点や市民ニーズの把握が
困難になり、施設管理の技術・技能が失われるなどの課題もある。指定
管理者に対する指導監督に習熟した職員の育成を早急に図ること。特
に、企業会計に関する知識の習得が担当所属に求められていることを強
く認識し、対処すること。【要望事項】

施設管理のノウハウについては、担当職員による引継ぎを徹底すると
ともに、指定管理者に対するモニタリングを実施する中で、市民ニーズ
や施設の問題点の把握など施設管理の技術・技能が失われることがない
ようにしています。
特に、指定管理者の財務内容を分析し、経営状態を評価するにあたっ

ては、企業会計知識の習得が必要であり、平成２３年度からは職員研修
所と連携し簿記・会計の基礎研修を実施しています。
また、平成２４年度からは、新たに、担当課が貸借対照表といった財

務諸表の分析について、有識者の意見を聞くこととしており、５団体
（１５施設）において実施しました。今後も、適正な評価に努めていき
ます。
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５－（４）利用者アンケートについて 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
アンケートは利用者層や利用目的、意見、要望などを把握する資料と

なり、その結果分析から広報や管理運営に有用な情報が得られるもので
ある。アンケートを積極的に実施するとともに、アンケート内容につい
て指導すること。【改善事項】

各施設ごとに、利用者の意見や要望を把握するため、当該施設におい
て提供されるサービスに関する利用者アンケートを実施することとして
います。
アンケートについては、指定管理者が自らの提供するサービスの改善

を目的として主体的に実施し、その内容、実施方法、様式等について
は、市と協議の上で設計することとしており、各施設の所管課におい
て、適宜、指導を行っています。
利用者アンケートについては、基本的には施設を所管する担当課にお

いて利用者の意見を聞き、今後の運営方法を改善すべく実施するもので
す。このことから、アンケートの回数、時期、内容などについてはそれ
ぞれの所管する施設において、基本的に今後の運営に役立てるために設
定するものであると考えていますが、財政経営課においても、実施の確
認と把握をしておくという観点から、集約しています。
なお、そのアンケート内容について、参考として紹介できるような場

合には、適宜、他施設へ情報提供しています。

【　措置済  】　　平成２４年　８月　６日
また、その結果や改善事項などは、施設内に掲示するなど積極的に公

表を行い、利用者との情報共有が図られるよう指導すること。
【要望事項】

各施設の所管課は、指定管理者によって提供されるサービスの水準を
確認する際に、利用者アンケートを活用するとともに、改善すべき事項
については、適宜、指導を行っています。
利用者アンケートの結果について、個々の内容について公表に至って

いないものの、モニタリングレポートのチェックシート⑤「サービスの
質」において、総括的な公表を行っています。
なお、参考となる取り組みや掲示については、他施設へ紹介するよう

情報発信を図っていきます。

５－（５）従事者の配置体制の確認について 【　継続努力  】　　平成２４年１０月　１日
指定管理者が、仕様書どおりの適正な人員配置を行っているかの現場

確認や、有資格者の資格証の確認などの統一的な手順を文書化し、所管
所属による履行確認が確実に行われるよう改めること。【改善事項】

各担当課が、毎月現地確認をしてチェックをしていますが、モニタリ
ングレポートにおいても体制の確認や、有資格者等の配置をチェックす
る項目を設けるなど確実に所管課で確認できるようにし、明確に位置づ
けられるよう努めていきます。
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